
 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別約款（取次一般料金契約） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年10月１日実施 

 

 

 

 

 

 

大阪いずみ市民生活協同組合 
 

  



 

目     次 

 

 
１．用語の定義 ................................................. 1 

２．適用条件 ................................................... 1 

３．料金 ....................................................... 1 

４．その他 ..................................................... 1 

付則 ........................................................... 1 

（別 表） ..................................................... 3 

 

 



1 

１．用語の定義 

    本個別約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。 

    「取次一般料金契約」とは、基本約款及び本個別約款に基づきお客様と生協との間で締結

する自由料金契約をいいます。 

 

２．適用条件 

    本個別約款は、お客様が取次一般料金契約を希望された場合に、適用いたします。 

 

３．料金 

     生協は、別表の料金表（各料金表の基本料金、基準単位料金又は基本約款19の規定によ

り調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金を用います。）を適用して料金を算

定いたします。なお、本個別約款による平均原料価格の算定にあたっては、基本約款19（２）

②ただし書きの適用はないものといたします。 

 

４．その他 

    その他の事項については、基本約款を適用いたします。 

 

 

付則 

 １．本個別約款の実施期日 

   本個別約款は、2019年10月１日から実施いたします。 

 

２．本個別約款の実施に伴う切替え措置 

(1) 生協は、料金算定期間にかかる供給の起点が2019年10月1日より前であって、2019年10月

1日から同月31日までの間に支払義務が発生する料金については、現行の基本約款の変更前

の基本約款（以下「旧基本約款」といいます。）および本個別約款の変更前の個別約款（取

次一般料金契約）（以下「旧個別約款」といいます。）に基づき算定いたします。 

(2) 生協は、料金算定期間にかかる供給の起点が2019年10月1日より前であって、2019年11月

1日以降に支払義務が発生する料金については、次の算式により算定いたします。 

（算 式） 

       料金（※１）＝（イ）消費税率を8パーセントとして算定した料金（※２）×α 

            ＋（ロ）消費税率を10パーセントとして算定した料金（※３）×（1－α） 

     ※１ 各項の算定においては、1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨ていたし

ます。 

       ※２ （イ）の基本料金および、調整単位料金の算定にかかる基準単位料金については、
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旧個別約款別表の各料金表を適用いたします。 

       ※３ （ロ）の基本料金および、調整単位料金の算定にかかる基準単位料金については、

本個別約款別表に規定する各料金表を適用いたします。 

 

（備 考） 

  α＝前回確定日（＊）の翌日から起算して2019年10月31日までの期間の月数（＊＊）／前回確定日（＊）

の翌日から起算して2019年10月1日以後最初の支払義務発生日までの期間の月数（＊＊） 

＊ 前回確定日とは、2019年9月30日以前の支払義務発生日のうち最後のもの（支払義務発生

日がない場合は新たにガスの使用を開始した日）をいいます。 

＊＊ 月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月といたします。 
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 （別 表） 

 

  料金表 

   1． 適用区分 

料金表Ａ  使用量が０立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｂ  使用量が20立方メートルを超え、50立方メートルまでの場合に適用いたしま

す。   

料金表Ｃ  使用量が50立方メートルを超え、100立方メートルまでの場合に適用いたし

ます。 

料金表Ｄ  使用量が100立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたし

ます。 

料金表Ｅ  使用量が200立方メートルを超え、350立方メートルまでの場合に適用いたし

ます。 

料金表Ｆ  使用量が350立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合に適用いたし

ます。 

料金表Ｇ  使用量が500立方メートルを超え、1,000立方メートルまでの場合に適用いた

します。 

料金表Ｈ  使用量が1,000立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

   2． 料金表 

    ① 料金表Ａ 

     イ）基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
７５９．００円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１７４．８１円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに基本約款19の規定により算定した１立方メートル当た

りの単位料金といたします。 
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    ② 料金表Ｂ 

     イ）基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
１，３６４．８１円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

 

     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１４４．５２円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに基本約款19の規定により算定した１立方メートル当た

りの単位料金といたします。 

 

    ③ 料金表Ｃ 

     イ）基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
１，６３５．７４円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１３９．１０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに基本約款19の規定により算定した１立方メートル当た

りの単位料金といたします。 

 

    ④ 料金表Ｄ 

     イ）基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
２，０７４．７２円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１３４．７１円 

（消費税等相当額を含みます。） 
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     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに基本約款19の規定により算定した１立方メートル当た

りの単位料金といたします。 

 

    ⑤ 料金表Ｅ 

     イ）基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
３，５０６．７５円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１２７．５５円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに基本約款19の規定により算定した１立方メートル当た

りの単位料金といたします。 

 

    ⑥ 料金表Ｆ 

     イ）基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
３，８３４．７２円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１２６．６２円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに基本約款19の規定により算定した１立方メートル当た

りの単位料金といたします。 

 

    ⑦ 料金表Ｇ 

     イ）基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
６，９８１．９４円 

（消費税等相当額を含みます。） 
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     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１２０．３２円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに基本約款19の規定により算定した１立方メートル当た

りの単位料金といたします。 

 

    ⑧ 料金表Ｈ 

     イ）基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき 
７，３０７．８７円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１２０．００円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに基本約款19の規定により算定した１立方メートル当た

りの単位料金といたします。 

 

3． 料金表 

お客様が、請求書の郵送を希望する場合は、郵送手数料は各通知につき次のとおりといた

します。 

 （税抜） 

１通知につき 100円 

 

 


